
公共 民間 公共 民間 公共 民間

森中学校・校舎 1 1 H23耐震化

森中学校・屋体 1 1 H23耐震化

砂原中学校・校舎 1 1 H23耐震化

砂原中学校・屋体 1 1 H23耐震化

森町公民館 1 1 建替え計画あり

森町砂原支所 1 1 H24診断

森町営体育館 1 1 H27耐震化

濁川小学校・校舎 1 1

濁川小学校・屋体 1 1

鷲ノ木小学校・校舎 1 1

鷲ノ木小学校・屋体 1 1

森小学校・校舎 1 1

森小学校・屋体 1 1

さわら小学校・校舎 1 1

さわら小学校・屋体 1 1

サン・ビレッジ森 1 1

ふるさと交流館 1 1

森町国民健康保険病院 1 1

つど～る・プラザ・砂原 1 1

森町防災センター（森消防） 1 1

ゴミ運搬中継施設（ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ） 1 1

グリーンピア大沼 1 1

森高等学校 1 1

小　計 15 1 7 0 23 21 1 22 95.7% 1

公共建築物 15 ー 7 ー 22 21 ー 21 95.5% 1

民間建築物 ー 1 ー 0 1 ー 1 1 100.0% 0

道南ロイヤル森ケアセンター 1 1

渡島信用金庫 1 1

青雲の森 1 1

向内科 1 1

ルーストン 1 1

駅前のビル 1 1

豊生園 1 1

小　計 0 7 0 0 7 0 7 7 100.0% 0

公共建築物 0 ー 0 ー 0 0 ー 0 100.0% 0

民間建築物 ー 7 ー 0 7 ー 7 7 100.0% 0

砂原漁協 1 1

JR社宅 1 1 建替え計画あり

みどりヶ丘団地1号棟 1 1

みどりヶ丘団地2号棟 1 1

みどりヶ丘団地3号棟 1 1

みどりヶ丘団地4号棟 1 1

みどりヶ丘団地5号棟 1 1

みどりヶ丘団地6号棟 1 1

みどりヶ丘団地7号棟 1 1

みどりヶ丘団地8号棟 1 1

みどりヶ丘団地9号棟 1 1

みどりヶ丘団地10号棟 1 1

みどりヶ丘団地11号棟 1 1

みどりヶ丘団地12号棟 1 1

みどりヶ丘団地13号棟 1 1

みどりヶ丘団地14号棟 1 1

みどりヶ丘団地15号棟 1 1

度杭崎団地A棟 1 1

度杭崎団地B棟 1 1

度杭崎団地C棟 1 1

度杭崎団地E棟 1 1

度杭崎団地F棟 1 1

度杭崎団地G棟 1 1

小　計 22 0 0 1 23 22 1 23 100.0% 0

公共建築物 22 ー 0 ー 22 22 ー 22 100.0% 0

民間建築物 ー 0 ー 1 1 ー 1 1 100.0% 0

53 52 98.11% 1

小　計 0 0 0 0 0 0 0 0 ー ー

公共建築物 0 ー 0 ー 0 0 ー 0 ー 0

民間建築物 ー 0 ー 0 0 ー 0 0 ー 0

0 0 ー ー

高佐土建 1 1

小　計 0 0 0 1 1 0 0 0 0.0% 1

公共建築物 0 ー 0 ー 0 0 ー 0 ー 0

民間建築物 ー 0 ー 1 1 ー 0 0 0.0% 1

1 0 ー 1

37 8 7 2 54 43 9 52 96.3% 2

37 ー 7 ー 44 43 ー 43 97.7% 1

ー 8 ー 2 10 ー 9 9 90.0% 1

概ね解消

概ね解消

耐震化(未）

概ね解消

概ね解消

(解消済）

概ね解消

対象なし

耐震化率の目標

(令和7年度末)

特

定

多

数

の

者

が

利

用

す

る

建

築

物

賃貸住宅（共

同に限る）、

寄宿舎、下

宿、事務所、

工場等

建築物数

②

耐震性有

(新耐震＋耐震改修済）

S56.5以前

（旧耐震） 建築物数

①

耐震化率(％)

②/①

合　　計 公共建築物

民間建築物

危険物の貯蔵場又は処理場の

用途に供する建築物

S56.6以降

（新耐震）

通行障害建築物

災

害

の

拠

点

と

な

る

建

築

物

役場、警察

署、消防署、

小中学校、高

校、病院、老

人ホーム、福

祉センター等

法

1

4

条

1

項

第

一

号

　

多

数

利

用

建

築

物

45合　計 8

令和6年1月22日現在　赤字：耐震未実施参考資料-１　森町　多数利用建築物の耐震化の現状と耐震化の目標(施設名別）

施設名法 用途

利不

用特

す定

る多

建数

築の

物者

　が

飲食店、ホテ

ル、旅館等

備考

52

第

二

号

合　計 0 1 0

第

三

号

合　計 0 0 0
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＜多数利用建築物等一覧表＞ 

 

用               途 
多数利用建築物 
(法第14条) 

 

耐震診断義務付け 
対象建築物 

(法附則第３条) 

 
 
学校 

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、
特別支援学校 

階数2以上かつ1,000㎡以
上 
（屋内運動場の面積を含
む。） 

階数2以上かつ3,000㎡以
上 
（屋内運動場の面積を含
む。） 

上記以外の学校 
階数3以上かつ1,000㎡以
上 

 

体育館（一般公共の用に供されるもの） 
階数1以上かつ1,000㎡以
上 

階数1以上かつ5,000㎡以
上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

階数3以上かつ1,000㎡以
上 

階数3以上かつ5,000㎡以
上 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場  

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 
階数3以上かつ5,000㎡以
上 ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿  

事務所 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの 
階数2以上かつ1,000㎡以
上 

階数2以上かつ5,000㎡以
上 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 階数2以上かつ500㎡以上 
階数2以上かつ1,500㎡以
上 

博物館、美術館、図書館 

階数3以上かつ1,000㎡以
上 

階数3以上かつ5,000㎡以
上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。） 
 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に
供するもの 

階数3以上かつ5,000㎡以
上 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 
政令で定める数量以上の
危険物を貯蔵又は処理す
るすべての建築物 

階数1以上かつ5,000㎡以
上で敷地境界線から一定
距離以内に存する建築物 



参考資料-３　森町指定緊急避難場所一覧

洪水

崖崩
れ、土
石流及
び地滑
り

高潮 地震 津波
大規模
な火事

内水氾
濫

火山現
象

1 旧赤井川小学校グラウンド 字赤井川117-1 1 ☎ 2-2181（契約管理課） ● 1,666

2 駒ヶ岳小学校 字駒ヶ岳453 1
☎ 5-2243
☎ 3-3640(学校教育課） ● ● ● 403

3 駒ヶ岳小学校グラウンド 字駒ヶ岳452-2 1
☎ 5-2243
☎ 3-3640(学校教育課） ● ● ● 3,266

4 尾白内小学校 字尾白内町948 1
☎ 2-2389
☎ 3-3640(学校教育課） ● 636

5 尾白内小学校グラウンド 字尾白内町948 1
☎ 2-2389
☎ 3-3640(学校教育課） ● ● 1,400

6 尾白内運動広場 字尾白内町929-1・2 1 ☎ 3-3640(学校教育課） ● ● 6,000

7 尾白内南部生活改善センター 字尾白内町1046 1
☎ 2-0938
☎ 7-1084(住民生活課） ● ● ● 65

8 森町農業集落センター 字白川38 1
☎ 2-0993
☎ 7-1084(住民生活課） ● ● ● 65

9 森町漁村センター 字港町185-3 1
☎ 2-7373
☎ 7-1084(住民生活課） ● ● 135

10 森町公民館 字御幸町132 1 ☎ 2-2186 ● ● ● 520

11 森小学校 字清澄町27-1 1
☎ 2-2113
☎ 3-3640(学校教育課） ● ● ● ● ● ● 1,550

12 森小学校グラウンド 字清澄町27-1 1
☎ 2-2113
☎ 3-3640(学校教育課）

● ● 3,266

13 みどりヶ丘会館 字上台町330 1
☎ 2-6038
☎ 7-1084(住民生活課） ● ● ● ● 84

14 森町上台地区活性化支援ｾﾝﾀｰ 字上台町326-18 1
☎ 2-1300
☎ 7-1084(住民生活課） ● ● ● ● ● ● 119

15 森町民体育館 字清澄町24-2 1 ☎ 2-1234 ● ● ● ● ● ● ● 819

16 サンビレッジ森 字清澄町25-6 1
☎ 2-3249
☎ 2-1234（体育課） ● ● ● ● ● ● ● ● 519

17 森川・姫川生活改善センター 字森川町208 1
☎ 2-1696
☎ 7-1084(住民生活課） ● ● ● ● ● 99

18 道の駅ＹＯＵ・遊・もり 字上台町326-18 1
☎ 8-2828
☎ 7-1284(商工労働観光
課）

● 101

19 森中学校 字上台町326－1 1
☎ 2-2406
☎ 3-3640(学校教育課） ● ● ● ● ● ● 1,315

20 森中学校グラウンド 字上台町326-1 1
☎ 2-2406
☎ 3-3640(学校教育課） ● ● 13,333

21 常盤福祉会館 字常盤町97－2 1
☎ 2-4883
☎ 7-1084(住民生活課） ● ● ● ● ● 101

22 鷲ノ木小学校 字鳥崎町195 1
☎ 2-2069
☎ 3-3640(学校教育課） ● ● ● ● ● ● ● ● 427

23 鷲ノ木小学校グラウンド 字鳥崎町195-6 1
☎ 2-2069
☎ 3-3640(学校教育課） ● 2,800

24 鷲ノ木生活館 字富士見町109 1
☎ 2-0809
☎ 7-1084(住民生活課） ● ● ● ● ● 99

25 鷲ノ木史跡公園会館 字鷲ノ木町168-1 1
☎ 2-0969
☎ 2-2186（社会教育課） ● ● 16

26 石谷小学校 字蛯谷町153 1
☎ 2-2714
☎ 3-3640(学校教育課） ● ● ● ● ● ● ● 291

27 石谷小学校グラウンド 字蛯谷町153・155 1 ☎ 3-3640(学校教育課） ● 2,133

28 石倉小学校 字石倉町283 1
☎ 7-3301
☎ 3-3640(学校教育課） ● ● ● ● ● ● ● 295

29 石倉小学校グラウンド 字石倉町280-1 1 ☎ 3-3640(学校教育課） ● 1,000

30 濁川小学校 字濁川201 1
☎ 7-3004
☎ 3-3640(学校教育課） ● ● ● ● ● ● 379

31 濁川小学校グラウンド 字濁川201-1 1
☎ 7-3004
☎ 3-3640(学校教育課） ● ● 1,400

32 濁川活性化センター 字濁川236-2 1
☎ 7-3070
☎ 7-1084(住民生活課） ● ● ● ● 82

33 さわやかセンター・砂原 字砂原西4丁目234-4 1
☎ 8-2380
☎ 8-3111(砂原支所） ● ● ● 204

34 砂原中学校 字砂原2丁目188-14 1
☎ 8-2012
☎ 3-3640(学校教育課） ● ● ● ● ● ● 797

35 さわら小学校 字砂原1丁目41-1 1
☎ 8-4123
☎ 3-3640(学校教育課） ● ● ● ● ● ● 803

36 さわら幼稚園 字砂原1丁目27-2 1
☎ 8-2462
☎ 3-3640(学校教育課） ● ● ● ● 152

37 森町砂原公民館 字砂原1丁目31-3 1 ☎ 8-3190（生涯学習課） ● ● ● 830

38 道の駅つど～る・プラザ・さわら 字砂原2丁目358-1　他 1
☎ 8-2828
☎ 7-1284(商工労働観光
課）

● 319

39 森町総合運動公園 字砂原1丁目22-1　他 1 ☎ 8-3190（生涯学習課） ● ● ● 10,133

40 砂原特別母と子の家 字砂原3丁目35 1
☎ 8-2264
☎ 8-3111(砂原支所） ● ● 62

41 森町ふれあいの森 字砂原3丁目242 1
☎ 8-5562
☎ 8-3190(生涯学習課） ● ● 631

42 森町郷土館 字砂原4丁目147 1
☎ 8-2967
☎ 8-3190(生涯学習課） ● ● ● ● 138

43 彦澗集落センター 字砂原5丁目140 1
☎ 8-2780
☎ 8-3111（砂原支所） ● ● 116

44 開拓会館 字砂原東4丁目1-106 1
☎ 8-3494
☎ 8-3111(砂原支所） ● ● ● ● ● 49

33 11

NO 施設・場所名 住所
管理担当
連絡先

対象とする異常な現象の種類

指定避難
所との重
複

想定収容
人数
(1.5㎡

あたり1人)

施設 場所
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参考資料 4 森町 揺れやすさマップ 

 

（１）揺れやすさマップとは 

 

 「揺れやすさマップ」とは、地域に考えられる想定地震を設定し、評価する地域単位毎にまとめた地盤情

報などを元にして、計算された地震の揺れの大きさの分布（震度分布）を表すものです。ここでは大字・町

丁目界を表示単位として震度を示すマップを作成しています。 

 

（２） 想定地震の概要 

 

 揺れやすさマップ作成のため、震度を評価するために設定した地震は、海溝型地震が主である北海道地域

防災計画、中央防災会議で想定された８想定地震（図１、表１）、内陸活断層である地震調査研究推進本部の

12想定地震（図２、表２）です。 

 また、中央防災会議では、地震に対応する活断層が地表で認められていない規模の上限として、①過去の

事例(マグニチュード 6.5以下はほとんどみられない、6.8はみられないものもある)や、②防災上の観点(全

ての地域で何時地震が発生するか分からないとして防災対策上の備えが必要)から、マグニチュード 6台の最

大である 6.9を想定しています。ここでは中央防災会議と同様に、全国どこでも起こりうる直下の地震とし

て、全ての評価単位(500ｍメッシュ)の直下にマグニチュード 6.9の地震を想定します。 

 

 

留萌沖地震 

後志沖地震 

石狩地震 

日高中部地震 

北海道東部地震 

釧路北部地震 

根室沖・釧路沖の地震 

 

十勝沖・釧路沖の地震 

北海道地域防災計画による想定震源 

中央防災会議･専門調査会による 

想定震源域 

凡  例 

図１ 北海道、中央防災会議の想定地震の位置 

 

表１ 北海道、中央防災会議の想定地震の概要 

地震名称 位  置（旧測地系） マグニチュード 

石狩地震 点震源：北緯 43.25 度 東経 141.25 度 Ｍ 6.75 

北海道東部地震 点震源：北緯 42.5 度  東経 146 度 Ｍ 8.25 

釧路北部地震 点震源：北緯 43.5 度  東経 144.5 度 Ｍ 6.5 

日高中部地震 点震源：北緯 42.25 度  東経 142.5 度 Ｍ 7.25 

留萌沖地震 点震源：北緯 44 度   東経 141 度 Ｍ 7.0 

後志沖地震 点震源：北緯 43 度   東経 139 度 Ｍ 7.75 

十勝沖・釧路沖の地震※ 面震源：図１中の断層領域 Ｍ 8.2 

根室沖・釧路沖の地震※ 面震源：図１中の断層領域 Ｍ 8.3 

 
 

 

増毛山地東縁断層帯 

石狩低地東縁断層帯主部 

当別断層 

石狩低地東縁断層帯南部 

標津断層帯 

富良野断層帯西部 

十勝平野断層帯主部 

光地園断層 

富良野断層帯東部 

沼田－砂川付近の断層帯 

黒松内低地断層帯 

函館平野西縁断層帯 

図２ 地震調査研究推進本部の想定地震の位置 

 

表２ 地震調査研究推進本部の想定地震の概要 

断層の名称 断層モデル マグニチュード 断層長さ 断層幅 傾斜角 

標津断層帯 標津断層帯 Ｍ 7.7 53 km 14 km 北西 60度 

十勝平野断層帯主部 Ｍ 8.0 84 km 20 km 東 60 度 十勝平野断層

帯 光地園断層 Ｍ 7.2 27 km 20 km 東 60 度 

富良野断層帯西部 Ｍ 7.2 29 km 14 km 西 60 度 
富良野断層帯 

富良野断層帯東部 Ｍ 7.2 27 km 14 km 東 60 度 

増毛山地東縁断層帯 Ｍ 7.8 58 km 20 km 西 60 度 増毛山地東縁

断層帯 沼田－砂川付近の断層帯 Ｍ 7.5 37 km 20 km 東 60 度 

当別断層 当別断層 Ｍ 7.0 19 km 19 km 西 40 度 

石狩低地東縁断層帯主部 M 8.0※ 44＋27km 24 km 東 45 度 石狩低地東縁

断層帯 石狩低地東縁断層帯南部 Ｍ 7.1 24 km 24 km 東 45 度 

黒松内低地断

層帯 
黒松内低地断層帯 Ｍ 7.3 32 km 32 km 西 60 度 

函館平野西縁

断層帯 
函館平野西縁断層帯 Ｍ 7.3 22 km 22 km 西 60 度 

 ※ Mw7.3の換算値 

 

 



22 

 

（３）震度計算結果 

 

 （１）の想定地震に基づき、地震動の経験的な評価手法を用いた震度の計算結果(役場周辺を代表震度)を

表３、４に示します。 

 

表３ 北海道、中央防災会議の想定地震による震度（役場周辺） 

想定地震名 石狩地震 北海道東部

地震 

釧路北部地

震 

日高中部地

震 

留萌沖地震 後志沖地震 十勝沖・釧

路沖の地震 

根室沖・釧

路沖の地震 

計測震度 

（役場周辺） 
3.3  2.4  1.1  3.6  2.9  4.1  4.2  2.8  

 

表４ 地震調査研究推進本部の想定地震による震度（役場周辺） 

断層の名称 標津断

層帯 

十勝平野断層帯

主部 

富良野断層帯 増毛山地東縁断

層帯 

当別断

層 

石狩低地東縁断

層帯 

黒松内

低地断

層帯 

函館平

野西縁

断層帯 十勝平

野断層

帯主部 

光地園

断層 

富良野

断層帯

西部 

富良野

断層帯

東部 

増毛山

地東縁

断層帯 

沼田－

砂川付

近の断

層帯 

石狩低

地東縁

断層帯

主部 

石狩低

地東縁

断層帯

南部 

計測震度 

（役場周辺） 
2.2  3.5  2.8  3.0  3.0  3.8  3.3  3.2  4.1  3.6  4.8  5.4  

 

    ただし、気象庁の震度階級と計測震度との関係は以下の通りです。 

気象庁の震度階級 震度４以下 震度５弱 震度５強 震度６弱 震度６強 震度７ 

計測震度 －4.4 4.5－4.9 5.0－5.4 5.5－5.9 6.0－6.4 6.5－ 

 

 

（４） 市町村揺れやすさマップ 

 

 （３）で計算した震度をもとに、 

① 海溝型地震が主である北海道、中央防災会議の地震で最大震度となる地震の揺れやすさマップを図３

に示します。 

② 内陸活断層である地震調査研究推進本部の地震で最大震度となる地震の揺れやすさマップを図４に示

します。 

 ③ 全国どこでも起こりうる直下の地震による揺れやすさマップを図５に示します。 

 

 作成した揺れやすさマップは、全道を 500ｍメッシュ(約 500m角の正方形)に分割し、メッシュ毎に計算し

た震度を大字・町丁目界に置き換えて表示したものです。大字・町丁目界の震度は、重なるメッシュのうち

最大の震度を代表値と示しているので、大字・町丁目界全域が表示される震度で揺れる訳ではないことに注

意してください。 

 

 



23 

0
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震度階級

震度７   (0)
震度６強   (0)
震度６弱   (0)
震度５強   (0)
震度５弱   (3)
震度４以下  (42)

地震時に通行を確保すべき道路

特に重要な地震時に通行を確保すべき道路
地震時に通行を確保すべき道路

図３ 十勝沖・釧路沖の地震（森町） 
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震度階級

震度７   (0)
震度６強   (0)
震度６弱   (15)
震度５強   (26)
震度５弱   (4)
震度４以下   (0)

地震時に通行を確保すべき道路

特に重要な地震時に通行を確保すべき道路
地震時に通行を確保すべき道路

図４ 函館平野西縁断層帯による地震（森町） 
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震度７   (0)
震度６強   (28)
震度６弱   (17)
震度５強   (0)
震度５弱   (0)
震度４以下   (0)

地震時に通行を確保すべき道路

特に重要な地震時に通行を確保すべき道路
地震時に通行を確保すべき道路

 

図５ 全国どこでも起こりうる直下の地震（森町） 
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参考資料-5 

地震からわが家を守ろう 
戸建て木造住宅の無料耐震診断のご案内 

 

 

道では、道民の方々の地震に対する不安の解消と住宅の耐震改修等を促進するため、戸建

て木造住宅を対象とした無料耐震診断を実施しています。是非、ご活用ください。 

◯ 対象住宅 
・ ２階建て以下で延べ床面積が５００平方メートル以下の戸建て木造住宅。 
 
・ 申請者が当該戸建て木造住宅を所有又は居住していること。 
 

・ 建築年次は問わない。 
 

      昭和５６年５月以前に建築確認申請をされた建築された住宅については、建築基準法が規定する 

耐震基準が現行の基準ではないことから、耐震性が不足する場合があります。 

 

◯ 診断方法 
・  現地調査は行いません。 
 
・  耐震状況については、住宅の図面と申請者からの申し出により診断します。 

 

◯ 申込及び診断の実施 
・  あらかじめ耐震診断申込書を住宅が所在する（総合）振興局建設指導課へ郵送又は FAX

送信し、事前に受付けを行ってください。（地元市町村の担当課へ持参していただいても構

いません。） 
 
・  申込書は、このリーフレットの裏面又は北海道建設部住宅局建築指導課のホームページ

の「戸建て木造住宅の無料耐震診断のご案内」のサイトからダウンロードできます。 
 
・  耐震診断は、（総合）振興局建設指導課又はご希望により（総合）振興局職員が住宅の所

在する市町村にお伺いして実施します。 
 
・  耐震診断の際は、住宅の図面（仕上げ表、寸法の記入のある各階平面図で筋かい等の位

置及び仕様の分かるもの）のコピーを持参してください。申込書及び図面に基づき住宅の状

況について聞き取り調査を行います。 
 
・  耐震診断の結果は、後日、お知らせします。 

 

◯ お問い合わせ先 
・  住宅の所在地である（総合）振興局建設指導課へお問い合わせください。 
 

 ・  その他の耐震診断に関するお問い合わせは、北海道建設部住宅局建築指導課建築安全

係へお問い合わせください。 

    〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目  TEL：011-204-5097 
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様式１―１ 

耐震診断申込書 

 

（○○総合振興局・○○振興局） 建設指導課長 様 

 

申込日 令和  年  月  日 

申

込

者 

住 所  

 

氏 名  

申込者の要件 □ 住宅の所有者 

□ 住宅の居住者 

連絡先 電話 

住

宅 

所在地 

 

（申し込み住所と異なる場合のみ記入してください） 

 

完成年 □ （ 昭和 ・ 平成 ・ 令和 ）     年 

□ 西暦      年 

所有者名 （申込者と異なる場合のみ記入してください） 

 

   

必要書類 □ 耐震診断申込書（様式１－２とも） 

□ 住宅の図面（仕上げ表、寸法の記入のある各階平面図で筋かい等の位

置及び仕様のわかるもの） 

□ 診断結果の郵送を希望する場合は返信用封筒（宛名記入＋切手） 

結果報告方法 □ 来庁 令和  年  月  日 午前・午後  時 

□ 郵送 

※ 様式１－２も記載願います。  
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様式１―２ 

老朽度の調査部位と診断項目 

部位 材料、部材等 
対象の 

有 無 
劣化事象 

劣化の 

有 無 

屋根、葺き材 
金属板  変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれがある  

瓦・スレート  割れ、欠け、ずれ、欠落がある  

樋 
軒・呼び樋  変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がある  

縦樋  変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がある  

外壁 

仕上げ 

木製版、合板  水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、じれ、腐朽が

ある 

 

窯業系サイディン

グ 

 こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある  

金属サイディング  変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空

き、シール切れがある 

 

モルタル  こけ、0.3mm以上の亀裂、剥落がある  

露出した躯体  水浸み痕、こけ、腐朽、蟻道、蟻害がある  

バ

ル

コ

ニ

ー 

手 す り

壁 

木製板、合板  水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、じれ、腐朽が

ある 

 

窯業系サイディン

グ 

 こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある  

金属サイディング  変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空

き、シール切れがある 

 

外壁との接合部  外壁面との接合部に亀裂、隙間、緩み、シール

切れがある 

 

床排水  壁面を伝って流れている、または排水の仕組み

がない 

 

内

壁 

一般室 内壁、窓下  水浸み痕、はがれ、亀裂、カビがある  

浴室 タイル壁  目地の亀裂、タイルの割れがある  

タイル以外  水浸み痕、変色、亀裂、カビ、腐朽ち、蟻害が

ある 

 

床 

床面 一般室  傾斜、過度の振動、床鳴りがある  

廊下  傾斜、過度の振動、床鳴りがある  

床下   基礎の亀裂や床下部材に腐朽、蟻道、蟻害があ

る 

 

※わかる範囲で記入して下さい。 
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参考資料-6 

森町木造住宅耐震改修等補助金 概要 

事業の目的 

森町では、町内の建築物の耐震化を図り、地震による住宅の倒壊の被害から町民の生命、身体

及び財産を保護し、安全・安心な生活を確保することを目的とし、耐震診断費や耐震改修工事費

用の一部の補助を行います。 

■耐震診断とは 

  財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法による診断

をいいます。 

■耐震改修工事とは 

耐震診断で上部構造評点が 1.0 未満と診断された対象住宅を、上部構造評点が 1.0 以上とな

るように改修する工事をいいます。 

 

補助対象住宅の要件 

森町内に存在する木造住宅で次に掲げる全てに該当するもの。 

（１）昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された木造住宅であること。 

（２）戸建て住宅、長屋建て住宅又は併用住宅（店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部

分の床面積が延べ床面積の 1/2 未満のもの）であること。 

（３）地上 3 階建以下の在来軸組構法であること。 

（４）過去に本事業による補助金交付を受けたことがないもの。 

（５）建築基準法その他関係法令に、法令違反がないこと。 

（６）耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満と診断されたもの（耐震

改修工事のみ適用）。 

 

補助対象者 

補助対象者は以下の全てに該当するものとなります。 

（１）個人であること。 

（２）対象住宅の居住者であること。 

（３）対象住宅の所有者（複数いる場合にあっては、その代表者）であること。 

（４）市町村税・上下水道使用料等を滞納していないこと。 

 

耐震診断員・耐震改修工事施工者 

耐震診断を行う者（耐震診断員）、耐震改修工事を行う者（工事施工者）は、以下の者となりま

す。 

 （１）耐震診断員 

  次のいずれにも該当する者です。 

●建築士（建築士法｟昭和25年度法律第202号｠第2条第1項に規定する建築士をいう）

の資格を有し北海道内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事務所（同法 23 条第 1 項

に規定する建築士事務所をいう）に所属していること。 

●北海道の耐震改修・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐

震改修技術者名簿において木造耐震診断の講習区分で登録していること。 
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（２）耐震改修工事施工者 

  耐震改修工事を行うものは、次に掲げる全てに該当しなければならない。 

●建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項に基づく国土交通大臣又は北海道

知事の許可を受けていること。 

●北海道が行う耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診

断・耐震改修技術者名簿において木造耐震改修の講習会区分で登録している者が所属し

ていること。 

●渡島管内に事業所、支店又は営業所を置く法人であること。 

 

※北海道では、耐震診断・耐震改修講習会を受講した建築士等についての登録制度を行っていす。 

この制度により登録されている技術者の名簿は、北海道のホームページや窓口閲覧が可能です。 

北海道ホームページ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/anzensuisin/meibotouroku.htm 

 

 

補助金の額 

耐震診断及び耐震改修工事の補助金の額は以下のとおりとなります。 

 （１）耐震診断 

  対象経費の 2/3 かつ６万円以下（千円未満の端数は切り捨て）。 

 （２）耐震改修工事 

  対象経費（※耐震改修工事にかかる経費）の２３％かつ、50 万円以下（千円未満の端数は

切り捨て）。 

 

受付期間 

 令和●年●月●日(●)から 令和●年●月●日(●)まで 

 ※令和●年 11 月末日までに実績報告ができること 

 

補助金交付申請手続きについて 

補助金交付申請については次に掲げる書類をそろえ申請窓口へ申請してください。 

 （１）耐震診断補助申請 

  ①補助金等交付申請書（森町補助金等交付規則 様式第 1 号） 

  ②木造住宅耐震診断概要書（森町木造住宅耐震改修等補助金等交付要綱 様式第 1 号） 

  ③耐震診断補助申請者の住民票 

  ④申請者の納税証明書 

  ⑤確認通知書の写し、建物の登記簿謄本等により建築年次及び所有者を明らかにする書類 

  ⑥耐震診断に要する見積書の写し 

  ⑦対象住宅の所有者が複数いる場合は、所有者全員の承諾書、印鑑証明及び登記簿謄本 

 （２）耐震改修補助申請 

①補助金等交付申請書（森町補助金等交付規則 様式第 1 号） 

  ②木造住宅耐震改修概要書（森町木造住宅耐震改修等補助金等交付要綱 様式第 2 号） 

  ③耐震診断補助申請者の住民票 

  ④申請者の納税証明書 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/anzensuisin/meibotouroku.htm
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  ⑤確認通知書の写し、建物の登記簿謄本等により建築年次及び所有者を明らかにする書類 

  ⑥耐震診断報告書（耐震診断員が行ったもの） 

  ⑦案内図、配置図、平面図など（改修内容が記載されたもの） 

  ⑧改修計画書（森町木造住宅耐震改修補助金等交付要綱 様式第 3 号） 

  ⑨補強後の想定耐震診断報告書（耐震診断員が行ったもの） 

  ⑩耐震改修工事費見積書の写し（内訳まで） 

  ⑪対象住宅の所有者が複数いる場合は、所有者全員の承諾書、印鑑証明及び登記簿謄本 

（３）申請窓口 

  森町役場庁舎 新棟 2 階窓口 建設課 建築住宅係 

（４）申請から補助金交付までの流れ 

  申請→申請受理→審査→補助金交付額決定通知→耐震診断、耐震改修着手→完了の実績報告

書提出 

→補助金等の額の確定通知→補助金交付（赤文字は補助金を受けようとする方が行います） 

（５）その他注意していただきたい事項 

【手続きを代行させる場合】【申請者の住所氏名などを変更する場合】【耐震改修等の計画を

中止した場合】【耐震改修等の計画を変更する場合】【耐震改修等の費用を変更する場合】に

は別途申請する書類があるので注意してください。 

また、必要に応じ現地調査を行う場合があります。その場合には申請者は現地調査などにご

協力いただきます。 

 

ダウンロード 

 提出書類等については以下のファイルを参照してください。 

  ■森町木造住宅耐震改修等補助金交付要綱 

申請書等様式ダウンロード PDF ファイル 

■森町補助金交付規則 

申請書等様式ダウンロード PDF ファイル 

 

お問い合わせ 

 建設課 建築指導係 

 〒049-2393 北海道森町字御幸町 144 番地１ 

 電話：01374-7-1285 
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ブロック塀等の安全確保対策について

○平成30年6月に発生した大阪北部地震の被害を踏まえ、以下のブロック塀等の安全確保対策を実施

対策１

対策２

○安全性のチェックを促すとともに、除却・改修について徹底的な普及啓発を実施

・ 「建築物防災週間」をはじめとする機会をとらえ、ブロック塀の点検のチェックポイント（H30.6.21公表）を周知徹底
・ 地方公共団体の取組事例の情報提供

対策３ ○現行基準に適合しない塀の除却・改修について、防災・安全交付金等の基幹事業として支援
（平成30年度第2次補正予算～）

対策４
○パトロールや報告徴収等により違反を発見した場合には、地方公共団体において厳正に対処

＜従前の支援内容＞
防災・安全交付金等の効果促進事業により支援
（全体事業費の２割以内目途。撤去費等を国と地方で支援）

※躯体の耐震改修等基幹事業を別途実施することが前提

＜平成30年度第2次補正予算～＞
防災・安全交付金等の基幹事業として支援
（塀単独でも支援可能。撤去費等を国と地方で支援）

○ 行政、専門家、地域住民等が連携して行う通学路の安全点検等、地域の安全確保のための
先進的な取組への支援（平成30年度第2次補正予算～令和2年度）

○ 耐震改修促進法の枠組みを活用し、建物本体と同様に耐震診断・改修を促進

・ 地方公共団体が指定する避難路の沿道にある一定の高さ・長さを有する塀について、耐震診断を義務付けるとともに、所管行政

庁において診断結果を公表 （H31.1.1施行）（R3.5.28現在、4都府県22市町において適用）
・ 地方公共団体の取組状況について定期的に調査・公表し、取組みを促進

参考-8
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ブロック塀等の点検のチェックポイント

※パンフレット「地震からわが家を守ろう」
日本建築防災協会 2013．1 をもとに
国土交通省において一部変更

高さ

ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合が
あれば危険なので改善しましょう。
まず外観で１～5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や
分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

□ １．塀は高すぎないか
・塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か。

□ ２．塀の厚さは十分か
・塀の厚さは10cm以上か。 （塀の高さが2ｍ超2.2ｍ以下
の場合は15cm以上）

□ ３．控え壁はあるか。 （塀の高さが1.2ｍ超の場合）
・塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した
控え壁があるか。

□ ４．基礎があるか
・コンクリートの基礎があるか。

□ ５．塀は健全か
・塀に傾き、ひび割れはないか。

＜専門家に相談しましょう＞

□ ６．塀に鉄筋は入っているか
・塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも 80cm間隔
以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、
横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
・基礎の根入れ深さは30cm以上か。 （塀の高さが1.2ｍ超の
場合）

ひび割れ

鉄筋

厚さ

根入れ

控え壁

組積造 （れんが造、石造、鉄筋のないブロッ
ク造） の塀の場合

□ １．塀の高さは地盤から1.2ｍ以下か。

□ ２．塀の厚さは十分か。

□ ３．塀の長さ４ｍ以下ごとに、塀の厚さの

1.5倍以上突出した控え壁があるか。

□ ４．基礎があるか。

□ ５．塀に傾き、ひび割れはないか。

＜専門家に相談しましょう＞

□ ６．基礎の根入れ深さは20cm以上か。

参考-9
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危険なブロック塀等を放置すると、地震時に倒壊してしまった場合、
人に危害を加えてしまうことがあります。

また、避難や救助の妨げになると、周辺の方々に迷惑をかけてしまいます。
安全な塀であるかを点検し、危険と思われる時は専門家に相談しましょう！

一般財団法人 日本建築防災協会
協力：ブロック塀等の安全性確保に向けた関係団体連絡会議

あなたの周りは大丈夫？
今すぐブロック塀等

の点検を！
〜安全なブロック塀等を目指して〜

所有者のみなさまへ

参考-10
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1

平成30年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震をはじめ過去の地震においても、ブロック塀等の倒壊
によって犠牲者が発生しています。
ブロック塀等の倒壊を二度と起こさないよう、みなさま一人ひとりが、ブロック塀等の所有者としての維持管理
の責任を認識し、日頃より安全点検を行うよう心掛けることが大切です。

ブロック塀等は、防火といった安全面や、通行人からの視線を遮り
プライバシーを確保するなどといった役割も果たします。

①	ブロック塀等の安全を確保することは所有者の責務です。
	 塀の倒壊により、周辺の方々に迷惑をかけないようにしましょう！

②	既存の塀については、自分で安全点検し、わからないことがある場合や危険
な塀とわかった場合は、速やかに専門家に相談しましょう！

③	地方公共団体によっては、ブロック塀等の安全対策に係る補助金など支援制
度が設けられている場合もあります。お住まいの地方公共団体へ支援制度
を確認しましょう！

④	地方公共団体によっては、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、
避難路沿道の一定の高さ・長さを超えるブロック塀等について、耐震診断の
実施と診断結果の報告を義務付けている場合があります。お住まいの地方
公共団体の耐震改修の担当窓口に確認しましょう！

ポイント

～所有者のみなさまへ～

ブロック塀等の倒壊を繰り返さないために…

防火

プライバシー

地震によりブロック塀が倒壊 地震によりブロック塀の一部が損壊 地震により石塀が倒壊
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ブロック塀の高さは最高で2.2m
です。ブロック塀の1段の目安は
20㎝です。
塀の両側で地面の高さが異なる
場合は、安全側の判断として地
面の低い側から塀の頂部までの
高さを測りましょう。

外観の目視で安全点検ができるチェックシートです。自分で行う安全点検のポイントで適合か不適合かわから
ない場合は、「×（不適合）」を選択しましょう。
このチェックシートを使って、自分で行う安全点検のポイントに一つでも「×（不適合）」がある場合や、わからな
いことがある場合は、専門家に相談してください。
専門家への相談については、本パンフレット巻末の「相談窓口」を参照してください。

Ａ.ブロック塀 ～自分で行う安全点検のポイント～

高すぎる塀は危
険です！

危険

ここに注目

「ブロック塀等」と一言でいっても、補強コンクリートブロック造の塀と組積造の塀が存在します。
それぞれの塀で安全点検のポイントが異なるので注意してください。

補強コンクリートブロック造の塀は、
コンクリートブロックに鉄筋が入った塀をいいます。

組積造の塀は、
石やれんが等を積み上げてつくられた塀をいいます。

の項目を確認してください。の項目を確認してください。
Ａ.ブロック塀 B.組積造の塀

地面
▼

最高2.2m
まで

1 塀は高すぎないか
塀の高さは地面から
2.2m以下ですか？

（不適合）（適合）

チェック結果

既存の塀を安全点検する場合
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薄いものより厚いものの方が、
鉄筋のかぶり厚さが増すので
耐久性が向上します。

ブロック塀に対して直交に壁をつけることで、地震時
に倒れにくくなります。
ブロック塀の高さが例えば2mの場合は、ブロック塀
の長さ3.4m以下（ブロック8個が目安）ごとに長さ
40㎝以上の控え壁が必要です。

2 塀の厚さは十分か
塀の厚さは15㎝以上※ですか？
※塀の高さが2ｍ以下の場合は10㎝以上

3 控え壁があるか
長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上
突出した控え壁はありますか？
（塀の高さが1.2m超の場合のみ）

（不適合）（適合）

チェック結果

控え壁がないと、ブロック塀が
地震時に倒れてしまうこともあります！

危険

危険

揺れ：大

地震の揺れ

高さに応
じたブロ

ック塀の

厚さがな
いと危な

いです！

2mを超え　　　　　　　
2.2m以下

厚さ15㎝以上厚さ10㎝以上

2m以下

（不適合）（適合）

チェック結果

控え壁長さは高さの1/5以上
（高さ2ｍの場合は40㎝以上）

控え壁とは、塀を強くするため
に塀に直交して突き出した壁
をいいます。

控え壁の間隔3.4ｍ以下
（ブロック8個が目安）
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地面より上にあるブロックの最下段の下に、コンク
リートの基礎があるかを確認してください。

目に見えて判断できる傾きやひび割れがなくても劣
化が進んでいる場合があります。塀が劣化しつつあ
るサインとして、ブロック表面の鉄筋の錆び汁（茶色
のにじみ）や著しい白い物質の付着（ブロック内部に
雨水が浸入するなどによりコンクリートの成分が溶
け出し表面で白く固まったもの）があります。

4 基礎があるか
コンクリートの基礎がありますか？

5項目のうち1つでも「×（不適合）」がある場合やわからないことがある場合は、専門家に相談しましょう！

（不適合）（適合）

チェック結果

傾いている塀やひび割
れている塀は劣化が

進んでいるおそれがあ
り危険なので、

塀には近付かないよう
にしましょう！

傾いている危ない塀

割れや鉄筋の露出がみられる塀

5 塀が傾いたり
してないか
塀に傾きやひび割れがないですか？

（不適合）（適合）

チェック結果

危険

危険

基礎がきちんとつくられていないとブロック塀が地震時に根元から倒れてしまうこともあります！

基礎

ブロック

地面
▼

コンクリートの基礎があるか確認
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以下の項目は、外観の目視で点検ができますが、わからないことがあれば専門家に相談してください。

5項目のうち1つでも「×（不適合）」がある場合やわからないことがある場合は、専門家に相談しましょう！

B.組積造の塀 〜自分で行う安全点検のポイント〜

2 塀の厚さ
塀の高さの1/10以上の厚さ
（高さが1.2ｍの場合は12㎝以上）

5 傾き・ひび割れ

塀に傾きやひび割れがな
いこと

3 控え壁
塀の長さ4ｍ以下ごとに塀の厚
さの1.5倍以上突出した控え壁

1 塀の高さ
地面から1.2ｍ以下

4 基礎
基礎があること

（不適合）（適合）

チェック結果

健全な石塀

〜専門家に相談しましょう〜

●	塀の中に径9㎜以上の鉄筋を縦横に80㎝以下
の間隔で配置

●	壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部に
は縦に、それぞれ径9㎜以上の鉄筋を配置

●	縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋
にそれぞれかぎ掛け

縦筋は壁頂部の横筋に
かぎ掛けして定着

壁頂部に
横筋を配置横筋

縦筋

横筋は縦筋に
かぎ掛けして
定着

横筋の配置間隔
80㎝以下

縦筋の配置
間隔80㎝以下

縦筋は基礎下端の横筋
にかぎ掛けして定着

1 塀に鉄筋はありますか？ 2
以下の２項目は、外観の目視では安全点検ができない項目です。

●	基礎の高さが35㎝以上
●	基礎の根入れの深さ（基礎が土の中に入ってい
る深さ）が30㎝以上

基礎の寸法は十分ですか？
（塀の高さが1.2ｍ超の場合のみ）

基礎の高さ　
35㎝以上

根入れの深さ
30㎝以上

外観の目視では安全点検ができない項目です。
※組積造の塀においても鉄筋で補強する方法があるので、塀の中の鉄筋の
有無についても確認しましょう。

〜専門家に相談しましょう〜 6 基礎の寸法
基礎の根入れの深さが
20㎝以上
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ここでは、塀をつくる場合の留意点として、特に施工業者等とのやりとりにおける事項を示します。

1 建築基準法上、必要な手続きを確認しましょう。

「建築確認」が必要となる場合もあるので、施工業者等に確認
しましょう。

2 しっかりと工事契約を結びましょう。

契約行為を行うことが基本です。書面で契約内容を確認し、
信頼できる施工業者等を選びましょう。わからないことがある
場合は、しっかりと施工業者等に確認しましょう。
地面の中の基礎や塀の内部の鉄筋などは、塀が完成すると見えなく
なってしまいます。きちんと工事がされているかを確認するためにも、工
事期間中に現場を見に行くことをお勧めします。

3 契約書や設計図面、見積書（内訳書）、その他関係書類（確認済証や検査済
証等）をセットにして、しっかりと保管しましょう。

塀を新しくつくる場合は、施工業者等がつくる設計図面や見積
書等をしっかりと保管しておきましょう。
工事後の不具合や補修の際に必要です。
図面が残っていれば、いざ不具合が見つかった場合に補修計画がつ
くりやすく、時間や費用、手間が抑えられます。

①	塀をつくる場合は、建築基準法に適合させる必要があります。建築
基準法上の手続き（建築確認）が必要となる場合もあるので、施工業
者等に確認しましょう！

②	信頼できる施工業者等に工事を依頼し、契約書や設計図面、見積書
などをしっかりと保存しておきましょう！

塀をつくる場合



7

図版やイラストの掲載は、（一社）全国建築コンクリートブロック工業会、（公社）日本エクステリア建設業協会の協力を得ています。

ブロック塀等の調査・点検、改修、撤去、撤去後の新
設等に係る費用について、地方公共団体によっては
支援制度が設けられている場合があります。
地方公共団体ごとの支援制度の有無については、
下記ホームページをご覧ください。また、支援制度の
詳細については、お住まいの地方公共団体へお問
い合わせください。
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/block/

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の
改正に伴い、平成31年1月1日以降、地方公共団体
が指定する避難路沿道の一定の高さ・長さを超える
ブロック塀等について、耐震診断の実施と診断結果
の報告を義務付けている場合があります。対象とな
る道路や報告期日等については、お住まいの地方
公共団体の耐震改修の担当窓口へお問い合わせく
ださい。

Memo

安全なブロック塀等への改修例

例えば、次のような支援があります。

例１）	ブロック塀等の撤去に対する補助金
	 ▶危険なブロック塀を撤去する工事に対する

支援

例２）	ブロック塀等の改修に対する補助金
	 ▶撤去後に安全な塀または生垣をつくる工事

に対する支援

ブロック塀等の診断・施工に関するご相談は、
■（公社）日本エクステリア建設業協会

住宅の外構専門の工事業者の団体

03-3865-5671／https://jpex.or.jp/

その他、ブロック塀等の診断・設計に関するご相談は、
■（公社）日本建築士会連合会（※）

建築士の団体による連合会

http://www.kenchikushikai.or.jp/about-our-society/sodanmadoguchi.html

■（一社）日本建築士事務所協会連合会（※）
建築士事務所の団体による連合会

http://www.njr.or.jp/society/

■（公社）日本建築家協会（※）
建築の設計監理を行う建築家の団体

http://www.jia.or.jp/guide/about_jia/organization_jia.htm

ブロック塀等に使用するコンクリートブロックに関するご相談は、
■（一社）全国建築コンクリートブロック工業会

コンクリートブロックの製造者を中心とした団体

03-3851-1076 ／https://www.jcba-jp.com/

その他（住宅相談窓口／建築物耐震化関係）に関するご相談は、
■（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター

住宅専門の相談を受け付ける団体（住まいるダイヤル）

0570-016-100 ／ http://www.chord.or.jp/index.php

■（一財）日本建築防災協会
建築物の耐震化を促進・支援する団体

03-5512-6451 ／ http://www.kenchiku-bosai.or.jp/

ブロック塀等の安全対策に対する支援等

相談窓口

※ URL先に記載の各都道府県の団体へご相談ください



参考資料-11　森町　緊急輸送道路（北海道指定）

47 （国土交通省　北海道開発局webサイトより）
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○ 目  的： 道内の住宅及び建築物の耐震化を計画的に促進することで、地震による被害の

軽減を図り、道民の安全で安心な生活を確保する。 
 
○ 位置付け： 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の規定に基づき本計画を定める。 

「北海道住生活基本計画」の下位計画として、市町村における「耐震改修促
進計画」と整合を図るほか、「北海道地域防災計画」と連携・協調する。 
 

○ 計画期間：  令和８年度から令和１７年度までの１０年間 
 
 
 

所管行政庁は、建築物所有者に、耐震性能向上の措置をとるよう指導・助言を行うよう努める。 

○ 市町村耐震改修促進計画の改定に当たって、必要な支援及び情報提供を行う。 

○ 住宅・建築物の耐震化の促進を図るため、道、市町村及び建築関係団体で構成する「全道住

宅建築物耐震改修促進会議」を定期的に開催。また、道の全庁的組織である「北海道耐震改修

推進会議」等を継続して開催し、計画の着実な推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

○ 北海道の地震被害想定の対象地震 

「北海道地域防災計画」に基づき、本道に被害を及ぼすと考えられる 30 の地震を整理し、

24 地震を対象地震として想定。各（総合）振興局管内で人的被害が最大となる被害を想定。 

 
 

○ 耐震化率の目標：国の基本方針等を踏まえ設定 

区分 住宅 多数利用建築物 
要緊急安全確認 
大規模建築物 

当初 平成 18 年度(実績) 76.2% 78% ― 

現行 令和７年度(実績) 91.9% 94.6% 88.5% 

次期 令和 12 年度(目標) 
95% 

(令和 17 年度  概ね解消 ) 
概ね解消 概ね解消 

 
 

 

 

 
 

 

1 住宅・建築物の地震に対

する安全性の向上に関す

る啓発及び知識の普及 

 ① パンフレットやインターネットを活用した普及啓発 

② 出前講座、セミナー等の開催による普及啓発 

③ 地域における耐震化の取組の推進 

④ 地震防災マップの更新・公表の促進 

 

2   耐震診断・改修の促進を

図るための支援や環境整

備 

① 住宅の耐震化の促進 

② 住宅の建替・除却等の促進  

③ 多数利用建築物の耐震化の促進 

④ 不特定多数の者等が利用する大規模建築物の耐震化の促進 

⑤ 地震時に利用を確保することが公益上必要な建築物の耐震化の促進 

⑥ 地震時に通行を確保すべき道路の沿道建築物の耐震化の促進 

⑦ 公共建築物の耐震化の促進 

⑧ その他の地震時の安全対策の推進 

⑨ 耐震診断・改修に係る相談体制の充実 

3   耐震診断・改修を担う人

材の技術力向上 

① 耐震診断・改修技術講習会の開催 

② 耐震改修工法や地震防災対策の研究・技術開発の推進 

 

 

 

 

 

 

 

道 市町村 所有者 建築関連事業者 

広域的･総合的な観 
点から施策推進 

地域の実情に応 
じて施策展開 

主体的に住宅･建築物の地震 
に対する安全性を確保･向上 

地震に対する安全性を確保し 
た住宅･建築物の建築･改修 

北海道耐震改修促進計画（見直し素案）の概要 

【第１章】計画の目的等 

【第２章】近年に発生した主な被害地震と想定地震による被害

【第５章】住宅・建築物の耐震化の促進を図るための施策

施   策 施  策  の  内  容 

【第６章】建築基準法による勧告又は命令等についての所管行政庁との連携

【第７章】計画の推進に関する事項

【第 4 章】住宅・建築物の耐震化の促進に向けた各主体の役割 

【第 3 章】住宅・建築物の耐震化に係る現状と目標 

参考-12 
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令和６年度末

約４６％※３

住宅・建築物の耐震化の現状と目標

住宅の耐震化率の現状と目標

要緊急安全確認大規模建築物※１の耐震性不足解消率の現状と目標

平成２５年

約８２％

平成３０年

約８７％

目標（令和17年）

おおむね解消

平成２０年

約７９％

目標（令和12年）

おおむね解消

令和３年度末

約９１％

令和４月度末

約９２％

令和５年度末

約９３％

令和５年

約９０％

平成１５年

約７５％

※１ 不特定多数の者等が利用する大規模建築物等：病院、店舗、旅館、学校等

要安全確認計画記載建築物（避難路沿道建築物※２）の耐震性不足解消率の現状と目標

目標（令和12年）

６０％※３

令和５年度末

約４４％※３

※２ 地方公共団体が指定する避難路等の沿道建築物
※３ 7,291棟（令和6年4月1日時点）を対象とする。

令和６年度末

約９４％

49



都道府県別・市区町村別の住宅の耐震化率に関する状況

■都道府県別の状況 ■市区町村別の状況

耐震化率 該当市町村の
人口合計
（千人）

人口比

60.0%未満 2,674 2%

60.0～70.0%未満 4,717 4%

70.0～80.0%未満 13,281 10%

80.0～90.0%未満 44,595 39%

90.0%以上 60,320 44%

耐震化率未算定 559 1%

合計 126,146 100%

（参考）耐震化率別の人口カバー状況

※都道府県・市区町村の耐震化率については、国土交通省が各都道府県・市区町村に対し実施した調査をもとに整理。都道府県・市区町村によって算定年次

や算定方法が異なる。

※耐震化率の結果を公表している47都道府県及び1,666市区町村を着色。（平成29年以前の耐震化率の結果を公表している市町村を含む）

※耐震化率を未算定の75市町村については、白抜きとしている。
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耐震診断義務付け対象建築物の耐震化の進捗状況

■耐震化の進捗状況

上段：耐震性不足解消率
下段：耐震性不足解消棟数（耐震性のある建築物棟数＋耐震性が不十分な建築物の解消棟数）/公表された建築物棟数

令和３年度末時点 令和４度末時点 令和5年度末時点 令和６年度末時点

要緊急安全確認大規模建築物
9１.0% 9２.０% 92.８% 9３.7%

(10,５2３/11,５６１棟) (10,６3３/11,５６１棟) (10,73６/11,562棟) (10,836/11,562棟)

要安全確認計画記載建築物

（防災拠点建築物）
ー ー

８５.０% ８７.8%

(1,368/1,610棟) (1,６53/1,８83棟)

要安全確認計画記載建築物
（避難路沿道建築物）

ー ー
４３．６% ４４．8%

(3,181/7,291棟) (3,４42/7,677棟)

※要緊急安全確認大規模建築物の対象となる建築物は、令和５年度末時点で11,464棟としていたが、令和７年度に実施した調査の結果
を踏まえ、令和３年度末～令和５年度末時点の数値も補正

※避難路沿道ブロック塀等の耐震診断結果については、６５件公表済み。
（うち、耐震診断基準に適合しないもの（報告命令含む）５４件、適合するもの（除却済みを含む）１１件）
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